
委 託 契 約

①二者契約であること

排出事業者収集運搬
業者

処分業者

②書面で契約すること
契約期間中に契約事項（契約単価、契約期間、予定数量等）に
変更が生じた場合も書面で契約

③必要な項目を盛り込むこと
委託契約書に記載すべき内容は施行令及び施行規則
で定められています

産業廃棄物処理委託契約の原則



④委託契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しを添付し
なければならない

⑤5年間保存しなければならない
契約終了日から5年間保存する義務がある。

委託基準を守らなかったら・・・
第26条罰則 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科

許可証は必ず
積む場所と降ろす場所の
自治体の許可証が必要

委 託 契 約



委託契約書の法定記載事項
委 託 契 約

⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項



契約書に添付すべき書類
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写し

委 託 契 約



その他の記載事項

①委託者と受託者の責任範囲に関する事項

②再委託に関する事項

③権利義務の譲渡に関する事項

④契約内容の変更に関する事項

⑤機密保持に関する事項

⑥協議に関する事項

委 託 契 約



委託契約書の作成 委 託 契 約



20種類に当てはめて記入
マニフェストと相違がないように

委 託 契 約



持ち込み先が変更になったときは
変更契約書又は新規で契約書作成

委 託 契 約



該当しない場合は該当なし及び斜線を引く

委 託 契 約



委 託 契 約



委 託 契 約



該当しない場合は、該当なし及び斜線を引く

委 託 契 約



委 託 契 約



委 託 契 約



委 託 契 約



実践ワーク



X建設株式会社

Y興業株式会社

A県B市河原町1丁目2番地産廃ビル解体工事

実践ワーク



実践ワーク



A県

令和5年11月19日

収集運搬（積替保管を除く）
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラス・陶磁器くず・コンクリートくず、
がれき類

007000123456

C県

令和5年9月18日

収集運搬（積替保管を除く）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラス・陶磁器くず・コンクリートくず、
がれき類

01200123456

積込む場所 荷卸し場所

実践ワーク



実践ワーク



木くず がれき類

10ｔ 50ｔ

¥1,000/ｔ ¥1,000/ｔ

「委託者が受託者に支払う料金」として総額又は、1ヶ月あたり
単位発生量当たり、車両一台あたりといった数量と単価を記入

実践ワーク



収集運搬の場合⇒法定事項ではない。
処分の場合は⇒法定事項

実践ワーク



実践ワーク



Z開発株式会社 代表取締役 高橋 三郎

C県D市2丁目3番地

C県

令和5年12月25日

中間処理 破砕
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、ガラス・陶磁器くず、コンクリートくず、がれき類

中間処理（破砕）に伴う産業廃棄物の保管上限：〇〇〇㎥とする

01220654321

Z開発株式会社 中間処理工場

C県D市2丁目3番地

実践ワーク



実践ワーク



実践ワーク



Z開発株式会社

X建設株式会社

A県B市河原町1丁目2番地産廃ビル解体工事

処分委託契約書
実践ワーク



C県

令和5年12月25日

中間処理 破砕
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、ガ
ラス・陶磁器くず、コンクリートくず、がれき類

中間処理（破砕）に伴う産業廃棄物の保管上限：
〇〇〇㎥とする

01220654321

実践ワーク



収集運搬の場合⇒法定事項ではない。
処分の場合は⇒法定事項

実践ワーク



実践ワーク



Z開発株式会社 中間処理工場

C県D市2丁目3番地

破砕

50ｔ/日

実践ワーク



K環境開発株式会社 C県E市123番地 埋立（安定型） 150,000㎥

乙リサイクル株式会社 C県F市234番地 再生（燃料化） 300㎥/日

最終処分場の番号の記載は任意です

実践ワーク



Y興業株式会社 代表取締役 鈴木二郎

A県B市河原町5丁目6番

A県

令和5年11月19日

収集運搬（積替保管を除く）

廃プラスチック類、紙くず、木
くず、繊維くず、ゴムくず、金
属くず、ガラス・陶磁器くず・
コンクリートくず、がれき類

007000123456

C県

令和5年9月18日

収集運搬（積替保管を除く）

廃プラスチック類、紙くず、木
くず、繊維くず、ゴムくず、金
属くず、ガラス・陶磁器くず・
コンクリートくず、がれき類

01200123456

なし なし

実践ワーク



再委託とは・・・
処理受託者が他のものにその業務を行なうように委託すること

➢処理業者は、受託した産業廃棄物の処理を自ら行なうことを前
提として「許可」を受けている

➢産業廃棄物が転々と再委託を重ねることは、その処理責任の所
在を不明確にし、不適正処理を誘発するおそれ

再委託は原則禁止

ただし・・・
施設の故障などやむを得ない事情が発生するなど、再委託の必要性が生じた
場合「再委託の基準」を順守することで、例外的に認められる。

廃棄物処理の再委託 再委託の禁止



①受託者の事前提示
受託者は排出事業者に対して再委託先の情報を明示

②排出事業者の承諾
受託者は排出事業者から環境省令で定められている事項が記載された書面
による承諾を受けなければならない

③再委託契約の締結
受託者と再受託者との間で再委託契約を締結

④再受託者への通知
受託者は再受託者に排出事業者の廃棄物情報を提供

再委託の禁止



第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に
掲げる文書とに該当する文書は、同号（第7号文書）に掲げる
文書とする。（国税局のＨＰより引用）

つまり、第1号又は2号に掲げる文書で契約金額のないもの＝産業廃棄物委託契約書
においてはあり得ないので、7号文書に該当はしない。

委託契約書と印紙税
印紙税について



法定記載事項の変更

①どの契約書の
②どの部分を
③どのように
④いつ
⑤誰と誰の間において合意されたのか

法定記載事項を変更する場合には書面で
変更契約書を締結する

変更契約書



変更契約書



排出事業者が、委託した産業廃棄物の処理の各行程ごとに終了の報告をうけてい
くことで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する制度
（排出事業者は最終処分の終了を確認するまで処理の責任を負う）

・事業者は、(特別管理）産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、
必要事項を記載した産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなければならない。

・管理票は、廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付しなければならない。
・収集運搬業者・処分業者には、受け取った管理票の回付・送付義務
（送付期限経過等のときは、交付者に適切な措置を講じる義務）
・管理票を5年間保存する義務
・毎年6月30日までに前年度1年間において交付した産業廃棄物管理票交付等の状況を
知事等に報告する義務

産業廃棄物管理票（マニフェスト） マニフェスト



① マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付者は、交付したマニフェストのＡ
票を5年間保存しなければならないこととする。
② 産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付を受けずに、
産業廃棄物の引渡しを受けてはならないとする。

③ ①②に違反した者については、措置命令（第19条の5）の対象に追加。また、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※②の例外
電子マニフェストを使用している、排出事業者から、電子マニフェストを使用した報告を求められた電子マニフェストを
使用できる処理受託者は、②の限りではない。また、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、広域認定業者等のマニ
フェスト制度の適用が除外されている場合については②の禁止の対象外

○受託者から送付を受けたマニフェストの写し（いわゆるＢ～Ｅ票）との
照合が可能になり、委託処理の終了を適正に確認するためです。

○マニフェストを伴わない委託処理を防止し、排出事業者責任の徹底を図る。

マニフェスト制度の強化 マニフェスト



排出事業者

収集運搬業者 処分業者

①廃棄物の引き渡し

A票
排出事業者控

B2票
収集運搬終了

D票
処分終了

E票
最終処分終了

B1票
収集運搬業者控

C1票
処分業者控

②運搬終了

④2次マニフェストの運用

⑤最終処分終了

マニフェストの流れ
マニフェスト

③処分終了
C2票

処分終了



運搬受託者

処分受託者
（中間処理の場

合）

〔Ｂ2票〕を運搬を終了した日
から10日以内

〔Ｃ2票〕を処分を終了した日
から10日以内

〔Ｄ票〕を処分を終了した日
から10日以内

〔Ｅ票〕を最終処分が終了し
た旨が記載された二次マニ
フェストのＥ票が最終処分業
者から返送された日から10日
以内

排出事業者

運搬受託者

排出事業者

送付

送付

送付

終了日からの送付期間 マニフェスト



Ｂ
2
票
Ｄ
票

Ｅ
票

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

排

出

事

業

者

返送されない場合、排出者は必要
な措置をして、30日以内に措置内
容等の報告書を都道府県知事等に
提出する必要があります。

90日

180日

60日

マニフェスト送付の確認 マニフェスト



全ての欄において空欄は斜線を引く！

マニフェストの記入 マニフェスト

⑦
⑨⑧

⑩

⑪ ⑫

⑬

③① ② ④

⑤ ⑥

⑭

⑮

⑯ ⑰

⑱ ⑲

⑳ ㉑ ㉒

㉓ ㉔ ㉕

㉖

見

本

㉗



令和２年１２月２８日に廃棄物処理法省令が改正されたことに
より、マニフェストの押印欄が削除されることとなりました。

マニフェスト



X建設株式会社

A県B市山田町30番地
650-0000 012-345-6789

産廃ビル解体工事

A県B市河原町1丁目2番地
651-0001 012-654-9800

✓

✓

✓

3ｔ 袋
木くず

破砕

Z開発株式会社
C県D市2丁目3番地

Y興業株式会社
A県B市河原町5丁目6番地

Z開発株式会社
C県D市2丁目3番地

実践ワーク

なし



紙マニフェストには5年間の保存義務が廃棄物処理法で定められています。
紙マニフェストを交付または送付した日から5年間保存する

マニフェストの保存 マニフェスト



電子マニフェストとは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者が
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターに登録し、報告し、情
報処理センターを経由して排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを最終処分まで確認する仕組み
です。

排出事業者 処分業者

加入
加入

排出事業者、収集運搬業者、処理業者の三者加入が必須

収集運搬業者

加
入

電子マニフェストとは 電子マニフェスト



（1）事務処理の効率化
・パソコンや携帯電話により、マニフェスト情報を簡単な入力操作で登録、
報告できる

・マニフェストの保存が不要
・廃棄物の処理状況をタイムリーに照会・把握

（2）廃棄物処理法の順守
・システムで入力項目（法で定める登録・報告項目）を確認しているため、
マニフェスト登録の入力漏れがない

・排出事業者の処理確認期限が間近に迫ったことを注意喚起

（3）データーの透明性
・マニフェストデータは、第3者である情報処理センターが管理・保存するため
透明性がある

・マニフェスト情報の変更・取消しの履歴をシステムで管理

（4）産業廃棄物管理票交付の状況に関する報告義務の効率化
・電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県等に報告するため
排出事業者の報告が不要

電子マニフェスト導入のメリット 電子マニフェスト



産業廃棄物処理業者は、廃棄物処理法に基づき、以下の要件を満たした帳簿を
備え付ける必要があります。

※収集運搬業、処分業ともに対象です。また、特別管理産業廃棄物処理業を含みます。
※【根拠法令】産業廃棄物：法第 14 条第 17 項、規則第 10 条の８特別管理産業廃棄物：法第 14 条の４第 18 項、規則第 10 条の 21 
※帳簿の備え付け・記載・保存義務に違反すると、30 万円以下の罰金に処される場合があります（法第 30 条第１号）

◆産業廃棄物の種類ごとに作成
◆事業場ごとに作成
◆処理業の区分に応じて必要事項を記載
◆石綿含有廃棄物が含まれている場合は、その旨を記載
◆定められた期限までに記載
◆１年ごとに閉鎖し、事業場ごとに５年間保存

帳簿の要件

帳簿 帳簿



廃棄物処理法では、帳簿に記載すべき事項は定められていますが、様式は定められていません。

記載事項及び記載期限

帳簿


